
 1 

平成 23 年(ワ)第 1291 号・平成 24 年(ワ)第 441 号伊方原発運転差止請求事件 
 
 

意見陳述書 
 

２０１２年９月２５日 
松山地方裁判所民事第２部 御中 
                        原告共同代表 
                        村田 武 
                       （愛媛大学社会連携推進機構教授） 
 

「原発事故と食・農漁業をめぐって」 
 

１．胸つぶれる数字 
 復興庁が 2012 年８月 22 日までに公表した東日本大震災関連死の原因調査で、福島

県の死者は 734 人と岩手県と宮城県の死者合計 529 人を上まわります。そして、東京

電力福島第１原発事故のストレスによる肉体・精神的負担が原因の死者がこの３県で

34 人に上り、そのうち 33 人が福島県民であることが分かりました。「関連死」の定義

は災害弔慰金の支給対象となった人とされます。実際には、さらに多くの人が亡くなっ

ていると考えられます。同原発での原発作業員の死亡も、事故後、５人になっています。

政府主催の原発意見聴取会で、「原発事故の放射能で死んだ人はいない」と言い放った

電力会社幹部に、この胸つぶれる数字をどうみるのだと聞きたいものです。 
 
２．放射能汚染と食品 
 私たちは、３・１１福島原発事故までの食品の安全基準となる食品衛生法に放射能汚

染に対する基準がないことを知りませんでした。そして、政府が事故直後の３月 17 日、

急きょ ICRP（国際放射線防護委員会）の防護基準を参考にして発表した「暫定規制値」

は、国民からまったく信頼されず、食品の流通に関わる団体では、それぞれに「自主基

準値」を設定する動きが加速しました。 
そこで、３月 31 日には、「国民の皆様へ～農作物等の安全性について」と題するメッ

セ－ジを農林水産大臣があわてて発表しました。それは、「今般の事故を踏まえ、国及

び地方自治体は、全力をあげて農作物等の安全確認の調査を行っています。その結果、

規制値を超えた一部の農作物等については、出荷規制が行われ、当該農作物等について

は、現在、市場には流通しておりません。一方で、これまでの調査結果から、出荷制限

の対象となっていない農作物等については、引き続き市場において受け入れられており

ます。農林水産省としても、引き続き、政府一体となった科学的・客観的根拠に基づく

正確な情報の提供に努めてまいりますので、消費者ならびに小売業の皆様におかれまし
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ては、普段どおりに買い物や販売をしていただくことを切にお願いいたします。」との

悲鳴に近い訴えでした。 
 そのようななかで、「安全性に明確な閾値（しきいち）のない放射能」であるという

こともあって、流通での規制値の設定に慎重な団体も少なくなかった 
のです。そして、生産者の排除と消費者との分断に陥らない運動が広がりました。第１

に、放射能物質による汚染状況をできるだけ正確に把握することでした。そのために、

ゲルマニウム半導体検出器、Nal ガンマ線スペクトロメータなどによる測定体制の構築

が進められました。第２に、生協など消費者団体の生産者との対話です。暫定基準値発

表直後から基準を超える農産物の出荷自粛が報じられ、一気に買い控え現象になったか

らです。生協などは産直契約量の下方修正を生産者・生産者団体に要請せざるをえなか

ったのです。第３に、測定結果の公開です。測定結果を公表するなかで、判断材料を得

た消費者は、「福島と北関東の農家がんばろう！」と銘打った野菜セットなどに応えま

した。第４に、生産現場での放射能対策への支援です。ガンマ線スペクトロメータなど

の計測器の生産者団体への貸与が消費者団体によって取り組まれました。 
 
３．続く出荷制限 
日本食品は安全だという評価が一挙に崩れました。中国が福島県を筆頭に 10 都県の

全ての食品の輸入停止を今でも継続しているのをご存じでしょうか。韓国やアメリカも

関東・東北諸県の米や牛肉、シイタケ、茶など多くの食品を輸入停止しています。 
農林水産省のホームページに掲載されている「出荷制限要請等の状況」（2012 年８月

30 日更新）によれば、東北・北関東諸県で、「制限品目」と「自粛品目」のオンパレー

ドです。青果物の「出荷制限」、つまり出荷がストップされているのは、福島県では、

青果物では、多数の野菜、原木しいたけ、ぜんまい、わらび、たけのこ、うめ、ゆず、

くり、キウイフルーツなど、畜産物では、全域で牛、福島第１原発に近い市町村では原

乳が出荷できません。 
 福島県ではゲルマニウム半導体検出器を 10 台も設置して、放射性物質検査を徹底し

ております。出荷できるものについては、消費者にはぜひとも安心して食べてほしいと

いうのが、食料の生産に携わる福島県民の願いです。 
 地域農業と農家の暮らしを支えてきた農産物の多くが、出荷制限に置かれたままの現

状、生産農家の苦しみを思いやるとき、農業経済学者の私には言葉もありません。  
 
４．水産物の出荷停止・漁業の操業自粛 
 水産物の放射能汚染が終わっていません。これまでの放射性物質検査で、福島県、宮

城県、岩手県、茨城県沿岸の表層性魚種（コウナゴ、シラス）、底層性魚種（アイナメ、

イシガレイ、メバル、ヒラメ、カレイなど）、無脊椎動物（ムラサキイガイ、ホッキガ

イ、ウニ、モクズガニ）、海藻類（ワカメ、ヒジキ、アラメ）、淡水魚（アユ、ヤマメ、

ウグイ、ワカサギ、イワナ、ホンモロコ（養殖））等から、基準値を超える放射性物質



 3 

が検出されています。その結果、岩手県のマダラ、宮城県のスズキ、マダラ、ヒラメな

ど、茨城県のシロメバル、スズキ、ヒラメ、イシガレイなどが出荷制限となっています。 
 福島県では、沖合でのまき網漁業、さんま棒受け網漁業を除く全ての沿岸漁業及び底

引き網漁業が、事故直後の３月 15 日以来、全漁協および水産庁・東京電力の合意のも

とで、操業自粛に追い込まれ、今もそれが続いています。県の水産試験場を中心に１年

以上にわたって行ってきた放射性物質モニタリング検査から、ようやく最近では、水深

100ｍより浅い場所に住む底魚（アイナメなど）で、規制値（一般食品 100 ベクレル/kg）
超えの魚種が出ているものの、表層に住むイワシ・サバ類、カツオ、サンマは検出値が

低く、イカ・タコ、エビ・カニ、海藻類などは放射性物質の影響を受けにくく、不検出

となっている魚種も確認されるにいたりました。 

そこで、本年６月 14 日から、相馬沖 50km 以遠の水深 150m 以深の海域で相馬双葉漁

協は水産庁と協議のうえ、ミズダコ、ヤナギダコ、ツブ貝の試験操業を開始しました。

9 月からはキチジ（キンキ）、カニ類のケガニ、イカ類のスルメイカとヤリイカ、ツブ

貝のチヂミエゾボラやエゾボラモドキ、ナガバイの７魚種が試験操業の対象に追加され

ています。試験操業で水揚げされた魚は加工されて販売されていましたが、この９月

11 日からは相馬市のスーパーマーケットなどで、初めて生鮮品のまま販売されるよう

になりました。 
 この陳述を準備するために、福島県漁業協同組合連合会（福島県漁連）をいわき市に

訪ねました。 
 福島県漁業は、まき網、船びき網、沖合底引き網、さんま棒受け網漁業を中心に、1999
年から 08 年までの 10 年間平均で、年間５万 8000 トン、131 億円の漁獲高をあげてき

ました。 
東日本大震災による津波で、相馬・双葉地区では漁村集落が消滅し、100 名を超える

漁民が命を落としました。残った 1,300 名を数える漁業者はそのほとんどが沿岸漁業の

零細漁業者です。大半が仮設住宅に入居しています。福島第１原発近くの漁家は分散し

て仮設住宅に入居せざるをえませんでした。 
 毎月、漁協組合長が参集して、水産庁と東電の立合いのもとに、試験操業を除く福島

県沖での操業自粛の継続を決めています。操業自粛で漁業収入を絶たれた漁民には、過

去の水揚量を基礎に損害額が算定されて、賠償金が支払われています。ところが過去の

水揚量といっても、相馬・双葉地区では漁協の建物が津波で流されたので、各漁家の出

荷額の記録は失われました。そこで、過去の漁獲共済の実績が唯一の証拠書類になった

といいます。そして、水産庁・東電とも協議のうえの操業自粛ですから、損害賠償は水

揚額から経費を控除した金額が支払われています。ところが、宮城県や岩手県では、放

射性セシウムの数値の高い特定魚種の出荷停止ですから、損害賠償は出荷規制魚種の漁

獲量×単価が賠償額にとどまり、風評被害による魚価低落が補償されるわけではありま

せん。また、賠償額の算定そのものがきわめて煩雑です。 
 さて、福島漁民の当面の暮らしを支えているのは、損害賠償金と、①毎週ほぼ 120
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検体が採取される放射性物質（セシウム-134・セシウム-137）モニタリング調査に参加

すること、および、②水産庁の漁場生産力回復支援事業の海底がれき撤去作業に参加す

ることで得られる賃金です。これら調査や作業には 1000 名もの漁民が参加し、漁村を

離れてバラバラに居住して集まれる場所のない漁民にとっては、顔を合わせる貴重な機

会だというのは何とも皮肉なことです。 
 問題は、いつまで操業自粛を続けなければならないのか、それがわからないことにあ

ります。試験操業といっても、網を引ける場所は限定されており、網にかかった対象魚

以外の魚は廃棄する以外にないという無駄も避けられません。そして、漁民には仮設住

宅での当面の暮らしは何とかなっても、自分自身が、また後継者に漁業を続けさせるに

は新しい漁船を手に入れなければなりません。それを決断しようにも、漁業再開のめど

が立たないかぎりどうしようもないのです。そのような事態におかれた漁民の苦しみを

思う時、われわれは放射性物質をばら撒いた原発事故の過酷さ、罪深さに恐れ戦かざる

をえません。 
 
５．伊方原発の廃炉を 
 福島原発事故が東北・北関東の太平洋海域の漁業に与えている壊滅的打撃は、水産業

を基幹産業のひとつとする愛媛県と県民にとっては、よそ事ではありません。全国の原

発で唯一内海に面し、ひとたび過酷事故を起こせば、瀬戸内海、豊後水道・宇和海、日

向灘、さらに玄界灘をも含む海域に放射性物質がまき散らします。このような広い海域

での漁業の壊滅・出荷制限、操業停止を想像するだけでも鳥肌がたちます。愛媛県には、

漁港が北海道に次いで第２位の 195 もあり、海面漁業就業者は 22 万 2000 人、漁獲高

は 17 万 2000 トン、生産額は 1,025 億円にのぼります。これに加えて、中小企業に担

われる水産加工業が地域経済の基幹産業です。このような愛媛県漁業が伊方原発の過酷

事故・放射性物質放出によって壊滅させられる事態を想定外とするわけにはいきません。

四国電力は、伊方原発の過酷事故が周辺海域の漁業・水産加工業を崩壊させ、就業者か

らふるさとと生業を奪い、再興には気の遠くなるような時間を要することを予測してい

るでしょうか。倫理的に許されると思っているのでしょうか。さらにまたその損害賠償

額はとてつもなく巨大となって、四国電力株式会社も破綻に追い込まれることを覚悟し

ているのでしょうか。 
愛媛県の漁業・水産加工関係者にとっては、安全神話の崩れた原発の存在そのものが、

すでに暮らしを土台から脅かすものとなっています。愛媛県南予地域の活性化をめざす

愛媛大学うわじまサテライトのサテライト長の職にある私には、そのことがよくわかり

ます。 
地震学や変動地形学の専門家が、全国の原発のなかで浜岡原発に次いで危険とする伊

方原発をこのまま稼働させるわけにはまいりません。一刻も早い廃炉を切に望みます。 
以上で、私の陳述を終わります。 

以上 


